
事
業
者 

法人名 社会福祉法人福山ひかり福祉会 

職
員
体
制
及
び
勤
務
体
制 

従業者職種 勤務時間 員数 

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
概
要 

食事・排泄 

法人の所在地 広島県福山市駅家町大字向永谷 682 番地 1 施設長（管理者） 8：30～17：30（常勤） 1 入浴・清拭 

電話番号 TEL084-977-1065 FAX084-977-1066 医師（精神科・内科） 13：00～15：00（非常勤） 1 着替え・整容等 

代表者名 理事長 馬屋原 健 介護支援専門員 8：30～17：30（常勤） 1 シーツ交換 

設立年月日 平成 25 年 6 月 21 日 生活相談員 8：30～17：30（常勤） 1 機能訓練 

事
業
所
の
概
要 

事業所の種類 地域密着型介護福祉施設 看護職員 8：30～17：30 5 健康管理 

指定番号 広島県：第 3491501395 号  10：00～19：00（常勤・非）  感染対策 

指定年月日 令和 2 年 4 月 1 日 介護職員 7：00～16：00・8：00～17：00  相談及び助言 

事業の目的 介護保険法第 78 条に基づく  8：30～17：30・10：00～19：00  社会生活上の便宜 

事業所の名称 地域
ち い き

密着型
みっちゃくがた

特別
とくべつ

養護
よ う ご

老人
ろうじん

ホーム小春日和
こ は る び よ り

 夜勤は原則 19 名を 13：00～22：00（常勤・非） 41 

利
用
者
負
担
金 

厚生労働大臣が定めた

告示上の基準額とし、別

紙「特別養護老人ホーム

小春日和利用料金表」の

とおりです。 

事業所の所在地 広島県福山市駅家町大字向永谷 682 番地 1 1 名でお世話します 夜勤 22：00～翌 7：00（常勤）  

電話番号 TEL084-977-1065 FAX084-977-1066 機能訓練指導員 8：30～17：30 1 

施設長氏名 馬屋原 良子  10：00～19：00（常勤）  

開設年月日 平成 26 年 4 月 1 日 管理栄養士 8：30～17：30（常勤） 1 

利用定員 29 名 調理員 6：00～15：00・8：30～17：30 6 

非
常
災
害
時
の
対
策 

「小春日和消防計画」に

基づき対応します。 

建
物 

敷地・延床面積 敷地（2,753.10 ㎡）・延床面積（3,062 ㎡）  11：00～20：00（常勤・非）  

構造 鉄筋コンクリート 耐火 2 階建て 事務員 8：30～17：30（常勤） 2 向永谷の住民及び消防

団に、非常時の相互支援

をお願いしています。 

利用定員 58 名（特養 29 名・ｼｮｰﾄｽﾃｲ 19 名） 

当
事
業
所
の
運
営
指
針 

1.施設は、入居者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるよう、地域密着型介護老人福祉施設サービス計画に基づ

いて、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話等を行う。 

2.入居者一人ひとりの意思及び人格を尊重し、居室に近接して設けられる共同生

活室（以下「ユニット」という。）ごとにおいて地域密着型介護老人福祉施設サ

ービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭において、入居前の

居宅における生活を入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユ

ニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自立的な日常生活を営めるよ

う支援することを目的とする。 

 

居
室
及
び
設
備 

1 人部屋 58 室（特養 29 室・ｼｮｰﾄｽﾃｲ 19 室） 

共同生活室 6 ユニット（特養 3 ﾕﾆｯﾄ、ｼｮｰﾄｽﾃｲ 2 ﾕﾆｯﾄ） 年 2 回夜間及び昼間を

想定した避難訓練を実

施します。 

浴室 7 室（一般浴室 6 室、機械浴室 1 室） 

医務室 1 室（診療所） 

協
力
医
療
機
関 

医療機関名称 医療法人社団緑誠会 光の丘病院（175 床） 防災設備として「ｽﾌﾟﾘﾝ

ｸﾗｰ」「火災報知機」「消

火栓」「消火器」「非常用

誘導灯」等を設置。 

院長名 馬屋原 健 

所在地 広島県福山市駅家町大字向永谷 302 

電話番号 084-976-1415 



事
業
者 

法人名 社会福祉法人福山ひかり福祉会 

職
員
体
制
及
び
勤
務
体
制 

従業者職種 勤務時間 人数 

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
概
要 

食事・排泄 

法人の所在地 広島県福山市駅家町大字向永谷 682 番地 1 施設長（管理者） 8：30～17：30（常勤） 1 送迎・入浴・清拭 

電話番号 TEL084-977-1065 FAX084-977-1066 医師（精神科・内科） 13：00～15：00（非常勤） 1 着替え・整容等 

代表者名 理事長 馬屋原 健 介護支援専門員 8：30～17：30（常勤） 1 シーツ交換 

設立年月日 平成 25 年 6 月 21 日 生活相談員 8：30～17：30（常勤） 1 機能訓練 

事
業
所
の
概
要 

事業所の種類 指定短期入所生活介護 看護職員 8：30～17：30（常勤・非） 1 健康管理 

指定番号 広島県：第 3471507883 号  10：00～19：00（常勤・非）  感染対策 

指定年月日 令和 2 年 4 月 1 日 介護職員 7：00～16：00・8：00～17：00  相談及び助言 

事業の目的 介護保険法第 169 条に基づく  8：30～17：30・10：00～19：00  社会生活上の便宜 

事業所の名称 短期
た ん き

入所
にゅうしょ

生活
せいかつ

介護
か い ご

ｼｮｰﾄｽﾃｲ小春日和
こ は る び よ り

 夜勤は原則 19 名を 13：00～22：00（常勤・非） 15 

利
用
者
負
担
金 

厚生労働大臣が定めた

告示上の基準額とし、別

紙「ショートステイ小春

日和利用料金表」のとお

りです。 

事業所の所在地 広島県福山市駅家町大字向永谷 682 番地 1 1 名でお世話します 夜勤 22：00～翌 7：00（常勤）  

電話番号 TEL084-977-1065 FAX084-977-1066 機能訓練指導員 8：30～17：30 1 

施設長氏名 馬屋原 良子  10：00～19：00（常勤・非）  

開設年月日 平成 26 年 4 月 1 日 管理栄養士 8：30～17：30（常勤） 1 

利用定員 19 名 調理員 8：30～17：30・8：30～17：30 6 

非
常
災
害
時
の
対
策 

「小春日和消防計画」に

基づき対応します。 

建
物 

敷地・延床面積 敷地（2,753.10 ㎡）・延床面積（3,062 ㎡）  11：00～20：00（常勤・非）  

構造 鉄筋コンクリート 耐火 2 階建て 事務員 8：30～17：30（常勤） 2 向永谷の住民及び消防

団に、非常時の相互支援

をお願いしています。 

利用定員 58 名（特養 29 名・ｼｮｰﾄｽﾃｲ 19 名） 

当
事
業
所
の
運
営
指
針 

1.施設は、入居者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるよう、地域密着型介護老人福祉施設サービス計画に基づ

いて、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話等を行う。 

2.入居者一人ひとりの意思及び人格を尊重し、居室に近接して設けられる共同生

活室（以下「ユニット」という。）ごとにおいて地域密着型介護老人福祉施設サ

ービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭において、入居前の

居宅における生活を入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユ

ニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自立的な日常生活を営めるよ

う支援することを目的とする。 

居
室
及
び
設
備 

1 人部屋 58 室（特養 29 室・ｼｮｰﾄｽﾃｲ 19 室） 

共同生活室 6 ユニット（特養 3 ﾕﾆｯﾄ、ｼｮｰﾄｽﾃｲ 2 ﾕﾆｯﾄ） 年 2 回夜間及び昼間を

想定した避難訓練を実

施します。 

浴室 7 室（一般浴室 6 室、機械浴室 1 室） 

医務室 1 室（診療所） 

協
力
医
療
機
関 

医療機関名称 医療法人社団緑誠会 光の丘病院（175 床） 防災設備として「ｽﾌﾟﾘﾝ

ｸﾗｰ」「火災報知機」「消

火栓」「消火器」「非常用

誘導灯」等を設置。 

院長名 馬屋原 健 

所在地 広島県福山市駅家町大字向永谷 302 

電話番号 084-976-1415 



事
業
者 

法人名 社会福祉法人福山ひかり福祉会 居宅介護支援の流れ 

利
用
者
負
担
金
と
そ
の
他
の
費
用 

・厚生労働大臣が定めた

告示上の基準額とし、別

紙「居宅介護支援事業所

小春日和 重要事項説

明書」に掲載。 

法人の所在地 広島県福山市駅家町大字向永谷 682 番地 1 ①事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当さ

せます。 

②居宅サービス計画の作成にあたり、利用者が、可能な限り居宅において、そ

の有する能力に応じ自立した日常生活が送れるよう、利用者・家族にサービス

事業者等の情報を提供します。（特定のサービス種類、事業所に偏ることがない

よう公正中立に行います。） 

③介護支援専門員は、利用者・家族の置かれた状況等を確認し、課題分析を行

います。課題解決のための目標を設定し、支援のための居宅サービス計画を作

成します。 

④居宅サービス計画は、計画に位置付けた事業所の担当者等、専門職からの意

見を求め作成し、利用者・家族に同意を得てサービス提供を開始します。 

⑤月に 1 回居宅を訪問し、サービス利用状況等確認し、必要に応じ居宅サービ

ス計画の見直しを行います。 

電話番号 TEL084-977-1065 FAX084-977-1066 

代表者名 理事長 馬屋原 健 

設立年月日 平成 25 年 6 月 21 日 

事
業
所
の
概
要 

事業所の種類 居宅介護支援事業所 ・解約金は発生しません 

また、契約はいつでも解

除する事ができます。 

指定番号 広島県：第 3471507891 号 

指定年月日 令和 2 年 4 月 1 日 

事業の目的 介護保険法第 79 条に基づく ・介護支援専門員が訪問

する交通費は発生しま

せん。 
事業所の名称 居宅

きょたく

介護
か い ご

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

 小春日和
こ は る び よ り

 

事業所の所在地 広島県福山市駅家町大字向永谷 682 番地 1 

事
故
発
生
時
の
対
応
等 

 

・当事業所がご利用者に

対して行う居宅介護支

援の提供により、事故が

発生した場合には、速や

かにご利用者のご家族、

市町に連絡を行うとと

もに、必要な措置を講じ

ます。 

また、当事業所がご利用

者に対して提供しまし

た居宅介護支援により、

損害賠償をすべき事故

が発生した場合には、損

害賠償を速やかに行い

ます。 

電話番号 TEL084-977-1065 FAX084-977-1066 

管理者氏名 木谷 啓子（主任介護支援専門員） 

開設年月日 平成 26 年 4 月 1 日 

当
事
業
所
の
運
営
指
針 

・介護保険法の理念に基づき、要介護状態にある利用者が、可能な限りその居宅

において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう支

援します。 

・利用者の心身の状況、また、置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づ

いた適切な福祉・保険・医療等のサービスが、総合的かつ効率的に提供されるよ

う支援します。 

・居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重すると共に、

利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類、または特定のサービス事業者

に不当に偏る事のないよう、公正中立に行います。 

・市町、居宅サービス事業者、介護保険施設、医療機関等との連携に努めます。 

・虐待防止、身体拘束適正化に関する指針を整備し、定期的な研修を行います。 

・感染症や災害発生時にあってもサービス提供が継続でき、早期再開が図れるよ

う業務継続計画を策定し、研修・訓練を定期的に行い、見直しを行います。 

従業者 2 名（内 1 名は管理者と兼務） 

建
物 

敷地・延床面積 敷地（2,753.10 ㎡）・延床面積（3,062 ㎡） 

構造 鉄筋コンクリート 耐火 2 階建て 

備考 地域密着型特別養護老人ホーム１階に併設 

提
供
地
域
と
営
業
時
間 

提供地域 
福山市駅家町、芦田町、新市町 

府中市（上下町を除く） 

営業日 月曜日～金曜日 

休業日 土・日曜日、年末年始 12/30 から 1/3 まで 

営業時間 8：00～17：00 

連絡先 TEL 084-977-1065  FAX 084-977-1066 

メール info@koharu.or.jp 


